１８川健障計第６６９号　

平成１９年　３月　５日　

関係事業所長　様

川崎市健康福祉局障害保健福祉部長　

身体介護加算の範囲及び算定方法の一部変更等について（通知）

　平素より障害保健福祉行政の推進にご協力いただきありがとうございます。

　川崎市障害児・者移動支援事業におけるふれあいガイドにおいて、身体介護加算の範囲及び算定方法を一部変更しますので通知します。

　また、提供体制加算の廃止に伴い減収となる事業者につきましては、減額分の90％を経過措置として加算しますので、併せて通知します。

１　身体介護加算の変更内容

（１）目的

　知的障害又は精神障害により行動上の困難を有する障害程度区分3以上の障害者であって介護を要するものにつき、当該障害者が行動する際に必要な支援を確保するため。

　※障害児は、この加算の対象としない。

（２）報酬基準

加算の対象となる支援を実施した場合、その実施した時間に応じて、1回2時間を上限として、身体介護加算Ⅱの70単位／時間を算定する。ただし、ホームヘルプ2級以上の資格を有する者が支援にあたることを原則とし、これ以外の者が当該支援を実施した場合については、本基準の50％の額を算定する。

なお、算定にあたっては、現行の身体介護加算（身体介護加算Ⅰとする。）とは別に算定する。

（３）算定の対象となる支援

　ア　予防的対応

· 初めての場所で何が起こるかわからない等のため、不安定になったり、不安を紛らわすために不適切な行動がでないよう、あらかじめ、目的地、道順、目的地での行動などを、言葉以外のコミュニケーション手段も用いて説明し、落ち着いた行動がとれるよう理解させること

· 視覚・聴覚等に与える影響が問題行動の引き金となる場合に、本人の視界に入らないよう工夫するなど、どんな条件のときに問題行動が起こるかを熟知したうえでの予防的対応等を行うなど

イ　制御的対応

· 何らかの原因で本人が問題行動を起こしてしまった時に本人や周囲の人の安全を確保しつつ問題行動を適切におさめること

· 危険であることを認識できないために車道に突然飛び出してしまうといった不適切な行動、自傷行為を適切におさめること

· 本人の意思や思い込みにより、突然動かなくなったり、特定のもの（例えば自動車、看板、異性等）に強いこだわりを示すなど極端な行動を引き起こす際の対応

２　経過措置の実施について

ふれあいガイドの報酬基準の改正によって、平成１９年１月から３月までの平均的な提供時間に対する報酬総額を下回るときは、その下回った額につき、経過措置加算を算定する。

　＜算定式＞

　平均時間数：１月から３月までのふれあいガイド総提供時間÷３

　平均報酬総額：（１月から３月までのふれあいガイド報酬総額＋提供体制加算総額）÷３

　　　　　　　　　　当月分ふれあいガイド提供時間数

　　　　　　　　　　　　　　　平均時間数

３　実施時期

平成１９年４月１日から実施する。

４　算定上の留意事項

（１）身体介護加算Ⅱの算定について

身体介護加算Ⅱは、排せつ介護、食事介護、衣類着脱、入浴介護を実施したときとは別に算定する。

　例）食事介助を30分、行動にかかる支援を90分実施した場合

　身体介護加算Ⅰ（1時間）70単位＋身体介護加算Ⅱ（2時間）140単位＝210単位を算定する。

（２）経過措置加算の算定について

　経過措置加算の算定にあたって、当月報酬総額には、身体介護加算Ⅱの額を含まない。

　例）当月ふれあいガイド本体報酬が40万円、身体介護加算Ⅰが5.6万円、身体介護加算Ⅱが11.2万円の場合、経過措置加算額の算定式上の当月報酬総額は、45.6万円となる。
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